
内
閣
衆
質
一
五
三
第
八
号

平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
国
内
初
の
狂
牛
病
患
畜
発
生
後
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

平
成
十
三
年
十
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

八

号



衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
国
内
初
の
狂
牛
病
患
畜
発
生
後
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
の
貿
易
統
計
に
よ
れ
ば
、
骨
付
き
の
肉
片
や
肉
く
ず
等
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
肉
骨
粉
の
年
別
・

国
別
輸
入
実
績
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
過
去
二
十
年
間
に
毎
年
約
二
十
万
ト
ン
の
輸
入
実
績
が
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
肉
骨
粉
を
輸
入
し
た
業
者
及
び
業
者
ご
と
の
輸
入
量
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
内
部
情
報
で
あ
る
こ
と
か

ら
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

直
近
の
二
千
年
度
の
肉
骨
粉
の
輸
入
量
を
貿
易
統
計
で
み
る
と
、
約
十
七
万
ト
ン
で
あ
る
が
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
は
統

計
上
不
明
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
輸
入
さ
れ
た
肉
骨
粉
の
用
途
に
つ
い
て
配
合
飼
料
の
製
造
業
者
か
ら
聞
き
取
り
調
査
及
び

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
約
十
二
万
ト
ン
が
家
畜
用
飼
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
計
さ
れ
、
残

り
の
約
五
万
ト
ン
が
そ
の
他
の
養
魚
用
飼
料
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
用
、
肥
料
用
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

三
に
つ
い
て

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法

一



律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
飼
料
安
全
法
」
と
い
う
。
）
で
は
、
飼
料
の
製
造
等
に
関
す
る
規
制
措
置
を
定
め
て
い
る
が
、
飼

料
安
全
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省

令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
成
分
規
格
等
省
令
」
と
い
う
。
）
を
改
正
し
、
本
年
九
月
十
八
日
以
降
、
反
す
う
動
物
及
び
ミ
ン

ク
に
由
来
す
る
た
ん
白
質
を
牛
用
飼
料
と
し
て
製
造
す
る
こ
と
や
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
飼
料
の
製
造
業
者
に
在
庫
と
し
て
存
在
す
る
肉
骨
粉
、
血
粉
そ
の
他
の
動
物
由
来
の
た
ん
白
質
を
原
料
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
本
年
十
月
四
日
以
降
、
こ
れ
ら
の
出
荷
の
一
時
停
止
並
び
に
こ
れ
ら
を
含
む
飼
料
の
製
造
及
び
出
荷
の
一

時
停
止
を
当
該
製
造
業
者
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
一
時
停
止
の
実
効
性
を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
、
成
分
規
格
等
省
令
を
再
度
改
正
し
、
同
月
十
五
日
以
降
、

動
物
由
来
の
た
ん
白
質
を
飼
料
と
し
て
製
造
し
、
出
荷
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

欧
州
連
合
の
統
計
で
は
、
千
九
百
九
十
年
か
ら
千
九
百
九
十
六
年
ま
で
に
英
国
か
ら
三
百
三
十
三
ト
ン
の
肉
骨
粉
が
我
が

国
に
輸
出
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
貿
易
統
計
及
び
農
林
水
産
省
動
物
検
疫
所
の
統
計
に
よ

れ
ば
、
当
該
期
間
に
お
け
る
英
国
か
ら
の
肉
骨
粉
の
輸
入
実
績
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
統
計
と
欧
州
連
合
の
統
計

二



と
の
相
違
を
解
明
す
る
た
め
、
本
年
九
月
二
十
六
日
に
英
国
に
農
林
水
産
省
の
担
当
官
を
派
遣
し
、
英
国
政
府
（
環
境
・
食

料
・
農
村
地
域
省
）
と
協
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
英
国
政
府
か
ら
、

�

英
国
の
統
計
の
再
精
査
の
結
果
、
日
本
に
対
し
て
輸
出
が
許
可
さ
れ
た
と
さ
れ
る
量
は
、
三
百
三
十
三
ト
ン
で
は
な
く
、

合
計
百
六
十
六
ト
ン
で
あ
る
こ
と

�

統
計
上
の
数
量
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
担
当
部
局
に
よ
る
輸
出
国
名
や
品
目
名
の
入
力
ミ
ス
等
の
原
因
に
よ
る

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と

�

百
六
十
六
ト
ン
の
輸
出
内
容
は
、
フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル
（
羽
毛
粉
）
等
鳥
由
来
の
製
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と

と
の
正
式
な
回
答
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

本
年
九
月
十
日
か
ら
千
葉
県
及
び
北
海
道
の
家
畜
保
健
衛
生
所
の
家
畜
防
疫
員
が
、
関
連
農
場
等
に
対
し
て
立
入
検
査
及

び
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
牛
海
綿
状
脳
症
の
患
畜
（
乳
用
牛
五
歳
）
が
確
認
さ
れ
た
千
葉
県
の
農
場
及
び
北
海

道
の
患
畜
の
生
産
農
場
に
お
い
て
給
与
さ
れ
て
い
た
配
合
飼
料
及
び
そ
の
他
の
飼
料
の
銘
柄
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
結

果
を
基
に
、
同
月
十
二
日
か
ら
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
（
以
下
「
肥
飼
料
検
査
所
」
と
い
う
。
）
の
職
員
が
こ
れ
ら

三



の
飼
料
の
製
造
工
場
に
対
す
る
立
入
検
査
及
び
収
去
し
た
サ
ン
プ
ル
の
顕
微
鏡
検
査
を
実
施
し
、
ま
た
、
千
葉
県
及
び
北
海

道
の
職
員
が
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
患
畜
に
給
与
さ
れ
て
い
た
飼
料
と
同
じ
銘
柄
の
飼
料
に
は
、
肉
骨
粉
が
使

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

牛
等
の
反
す
う
動
物
由
来
の
肉
骨
粉
、
血
粉
そ
の
他
の
た
ん
白
質
を
原
料
と
す
る
も
の
（
以
下
「
牛
由
来
肉
骨
粉
等
」
と

い
う
。
）
の
牛
へ
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
「
反
す
う
動
物
の
組
織
を
用
い
た
飼
料
原
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
八
年

四
月
十
六
日
付
け
農
林
水
産
省
畜
産
局
流
通
飼
料
課
長
通
達
）
を
飼
料
の
製
造
業
者
及
び
販
売
業
者
、
農
業
者
の
団
体
、
都

道
府
県
等
に
対
し
て
発
出
し
、
そ
の
適
切
な
取
扱
い
に
つ
い
て
周
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
と
併
せ
て
、
全
国
の
牛
用

配
合
飼
料
の
製
造
業
者
に
対
し
て
肥
飼
料
検
査
所
の
職
員
が
飼
料
安
全
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
（
一
工
場
当
た
り
年
二
回
程

度
）
を
実
施
し
、
牛
用
配
合
飼
料
に
牛
由
来
肉
骨
粉
等
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
飼
料
工
場
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
指
導
通
達
は
一
定
の
効
果
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
般
、
牛
由
来
肉
骨
粉
等
が
補
助
飼
料
等
と
し
て
、
極
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
農
家
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
国
の
補
助
事
業
に
よ
り
、
農
家
段
階
で
牛
由
来
肉
骨

四



粉
等
を
牛
用
飼
料
と
し
て
使
用
し
な
い
よ
う
、
都
道
府
県
に
よ
る
畜
産
農
家
に
対
す
る
地
区
講
習
会
の
開
催
を
通
じ
た
啓
発

指
導
や
巡
回
指
導
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
動
物
由
来
の
た
ん
白
質
を
飼
料
と
し
て
使
用
禁
止
す
る

こ
と
を
内
容
と
す
る
改
正
後
の
成
分
規
格
等
省
令
の
実
効
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
牛
由
来
肉
骨
粉
等
を
牛
用
補
助
飼
料
等
と
し
て
使
用
し
て
い
た
農
家
が
、
こ
れ
ら
の
補
助
飼
料
等
を
入
手
し
た
ル

ー
ト
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
農
林
水
産
省
と
都
道
府
県
と
が
協
力
し
て
調
査
中
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

牛
海
綿
状
脳
症
の
人
へ
の
感
染
機
序
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
が
牛
海
綿
状
脳
症
の
潜
伏

期
間
中
の
牛
の
危
険
部
位
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
変
異
型
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
に
感
染
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
科
学
的
知
見
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
本
年
十
月
十
八
日
か
ら
都
道
府
県
等
の
食
肉
衛
生
検
査
所
等
に
お
い
て
、
食
用
に
供
す
る
す
べ
て
の
牛
に
つ
い
て
、

異
常
プ
リ
オ
ン
に
関
す
る
検
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
と
畜
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）

を
改
正
し
て
、
異
常
プ
リ
オ
ン
が
蓄
積
す
る
と
さ
れ
る
脳
、
眼
、
せ
き
髄
等
を
食
肉
処
理
時
に
お
い
て
除
去
し
、
焼
却
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
、
食
肉
等
の
一
層
の
安
全
確
保
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五



九
に
つ
い
て

武
部
農
林
水
産
大
臣
が
本
年
九
月
二
十
日
の
参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
で
「
い
ろ
い
ろ
な
不
手
際
」
が
あ
り
「
国
民
の
間

に
一
層
の
不
安
を
助
長
」
し
た
と
い
う
状
況
に
「
深
く
反
省
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
農
林
水
産
省
と
厚
生
労
働
省
と

の
連
携
が
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と
、
農
林
水
産
省
内
の
連
絡
体
制
が
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
対
応
に
混
乱

を
来
し
、
食
肉
等
の
安
全
性
に
対
し
て
国
民
に
不
安
を
与
え
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
「
報
告
、
連
絡
、
相
談
、
点
検
、
確
認
」
を
徹
底
し
、
同
省
内
の
連
絡
体
制
の
強
化
を

図
る
と
と
も
に
、
同
省
と
関
係
省
庁
、
都
道
府
県
と
の
密
接
な
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
食
肉
等
の
安
全
性
に
対
す
る
不
安
が

解
消
さ
れ
る
よ
う
、
積
極
的
な
情
報
の
提
供
に
努
め
つ
つ
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

六



七


